
 

 

   愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 
○愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例（昭和29年６月30日条例第26号）の一部改正―――第１条に係る部分 

新 旧 
別表 別表 

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域 
 名  称 位  置 管  轄  区  域   名  称 位  置 管  轄  区  域  
省略 省略 省略 省略 省略 省略  
〃  松山西
警察署 

松山市須賀町 松山市の重信川と石手川との合流
点、潮見山、城山、福見山及び越
智郡波方町の梶取ノ鼻を結ぶ線以
西の同市の区域のうち公安委員会
規則で定める区域 
    
          

  
〃  松山西
警察署 

松山市須賀町 松山市の重信川と石手川との合流
点、潮見山、城山及び大月山   
          を結ぶ線以
西の同市の区域のうち公安委員会
規則で定める区域 
北条市 
温泉郡のうち中島町 

 

〃  松山南
警察署 

松山市北土居町 松山市の重信川と石手川との合流
点、小栗一丁目、和泉北一丁目、
拓川町及び朝生田町四丁目の境界
の交点並びに福見山を結ぶ線以南
の同市の区域のうち公安委員会規
則で定める区域 
東温市 
伊予郡のうち砥部町     

〃  松山南
警察署 

松山市北土居町 松山市の重信川と石手川との合流
点、小栗一丁目、和泉北一丁目、
拓川町及び朝生田町四丁目の境界
の交点並びに福見山を結ぶ線以南
の同市の区域のうち公安委員会規
則で定める区域 
東温市 
伊予郡のうち砥部町、広田村 

 

〃  久万警
察署 

上浮穴郡久万高
原町 

上浮穴郡一円 
喜多郡内子町のうち本川、中川、
上川、立石、南山、寺村、小田、
日野川、大平、吉野川、中田渡、
上田渡、臼杵 

 

〃  久万警
察署 

上浮穴郡久万高
原町 

上浮穴郡一円 
 

 

省略 省略 省略 省略 省略 省略  
〃  内子警
察署 

喜多郡内子町 喜多郡内子町のうち愛媛県久万警
察署の管轄区域を除く区域 

 

 
 

〃  内子警
察署 

喜多郡内子町 喜多郡のうち内子町、五十崎町 
 



 

 

新 旧 
省略 省略 省略  省略 省略 省略 
〃  鬼北警
察署 

北宇和郡鬼北町 宇和島市のうち野川（八面山、大
久保山、鬼ヶ城山、毛山、梅ヶ成
峠を結ぶ線以東） 
北宇和郡のうち松野町、鬼北町  
    

〃  鬼北警
察署 

北宇和郡広見町 宇和島市のうち野川（八面山、大
久保山、鬼ヶ城山、毛山、梅ヶ成
峠を結ぶ線以東） 
北宇和郡のうち松野町、広見町、
日吉村 

 

省略 省略 省略 

  

省略 省略 省略 

 

  
 
○愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部改正―――第２条に係る部分 

新 旧 
別表 別表 

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域 
 名  称 位  置 管  轄  区  域   名  称 位  置 管  轄  区  域  
省略 省略 省略 省略 省略 省略 
〃  大洲警
察署 

大洲市 大洲市一円 
                
   

〃  大洲警
察署 

大洲市 大洲市一円 
喜多郡のうち長浜町、河辺村、肱
川町 

 

省略 省略 省略 

  

省略 省略 省略 

 

  
 
○愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部改正―――第３条に係る部分 

新 旧 
別表 別表 

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域 
 名  称 位  置 管  轄  区  域   名  称 位  置 管  轄  区  域  
 省略 省略 省略   省略 省略 省略  



 

 

新 旧 
〃  新居浜
警察署 

新居浜市 新居浜市一円（別子山及び県道壬
生川新居浜野田線以北で岩鍋川左
岸以西の地区を除く。） 
今治市のうち宮窪町四阪島    
                
       

〃  新居浜
警察署 

新居浜市 新居浜市一円（別子山及び県道壬
生川新居浜野田線以北で岩鍋川左
岸以西の地区を除く。） 
越智郡宮窪町大字友浦のうち梶島 
、明神島、家島、美濃島、鼠島（
通称四坂島） 

省略 省略 省略 省略 省略 省略 
〃  今治警
察署 
 

今治市旭町一丁
目 

今治市のうち愛媛県新居浜警察署
及び愛媛県伯方警察署の管轄区域
を除く区域、西条市河原津のうち
東予集団施設地区 

〃  今治警
察署 
 

今治市     
  

今治市一円、越智郡のうち朝倉村
、玉川町、波方町、菊間町、大西
町、関前村、西条市河原津のうち
東予集団施設地区 

〃  伯方警
察署 

今治市伯方町 今治市のうち伯方町、吉海町、宮
窪町（四阪島を除く。）、上浦町
、大三島町 
越智郡一円 

〃  伯方警
察署 

越智郡伯方町 越智郡のうち伯方町、吉海町、宮
窪町（同町大字友浦のうち通称四
坂島を除く。）、上浦町、大三島
町、上島町 

省略 省略 省略 省略 省略 省略 
〃  松山西
警察署 
 
 

松山市須賀町 松山市の重信川と石手川との合流
点、潮見山、城山、福見山及び今
治市   の梶取ノ鼻を結ぶ線以
西の松山市の区域のうち公安委員
会規則で定める区域 

〃  松山西
警察署 
 
 

松山市須賀町 松山市の重信川と石手川との合流
点、潮見山、城山、福見山及び越
智郡波方町の梶取ノ鼻を結ぶ線以
西の同市 の区域のうち公安委員
会規則で定める区域 

 

省略 省略 省略 

  

省略 省略 省略 

 

  
 
○愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部改正―――第４条に係る部分 

新 旧 
別表 別表 
 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域   愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域  
 名  称 位  置 管  轄  区  域   名  称 位  置 管  轄  区  域  



 

 

新 旧 
 愛媛県四国中
央警察署 

四国中央市 四国中央市 
新居浜市のうち別子山 

  愛媛県三島警
察署 

四国中央市 四国中央市一円、新居浜市のうち
別子山 

 

 愛媛県新居浜
警察署 

新居浜市 新居浜市（愛媛県四国中央警察署
及び愛媛県西条警察署の管轄区域
を除く。） 

  〃  新居浜
警察署 

新居浜市 新居浜市一円（別子山及び県道壬
生川新居浜野田線以北で岩鍋川左
岸以西の地区を除く。） 

 

   今治市のうち宮窪町四阪島     今治市のうち宮窪町四阪島  
 愛媛県西条警
察署 

西条市新田 西条市（愛媛県西条西警察署及び
愛媛県今治警察署の管轄区域を除
く。） 
新居浜市のうち県道壬生川新居浜
野田線以北で岩鍋川左岸以西の地
区 

  〃  西条警
察署 

西条市新田 西条市のうち愛媛県東予警察署及
び愛媛県今治警察署の管轄区域を
除く区域、新居浜市のうち県道壬
生川新居浜野田線以北で岩鍋川左
岸以西の地区 

 

   西条市壬生川  
 
愛媛県西条西
警察署 

西条市壬生川 西条市のうち明理川、石田、石延
、今在家、円海寺、大新田、大野
、上市、河之内、河原津（東予集
団施設地区を除く。）、河原津新
田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑
村、実報寺、周布、新市、新町、
高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内
、三芳、安用、安用出作、吉田、
丹原町及び小松町（石鎚（字戸石
、字湯浪及び字途中の川を除く。
）を除く。） 

  
〃  東予警
察署  

西条市のうち明理川、石田、石延
、今在家、円海寺、大新田、大野
、上市、河之内、河原津（東予集
団施設地区を除く。）、河原津新
田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑
村、実報寺、周布、新市、新町、
高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内
、三芳、安用、安用出作、吉田、
丹原町、小松町（石鎚（字戸石、
字湯浪及び字途中の川を除く。）
を除く。） 

 

 愛媛県今治警
察署 

今治市旭町一丁 
目 

今治市（愛媛県新居浜警察署及び
愛媛県伯方警察署の管轄区域を除
く。） 
西条市河原津のうち東予集団施設
地区 

  〃  今治警
察署 

今治市旭町一丁
目 

今治市のうち愛媛県新居浜警察署
及び愛媛県伯方警察署の管轄区域
を除く区域、西条市河原津のうち
東予集団施設地区 

 



 

 

新 旧 
 愛媛県伯方警
察署 

今治市伯方町 今治市のうち伯方町、吉海町、宮
窪町（四阪島を除く。）、上浦町
及び大三島町 
越智郡 

  〃  伯方警
察署 

今治市伯方町 今治市のうち伯方町、吉海町、宮
窪町（四阪島を除く。）、上浦町
、大三島町 
越智郡一円 

 

 愛媛県松山東
警察署 

松山市勝山町二
丁目 

松山市（愛媛県松山西警察署及び
愛媛県松山南警察署の管轄区域を
除く。） 

  〃  松山東
警察署 

松山市勝山町二
丁目 

松山市のうち愛媛県松山西警察署
及び愛媛県松山南警察署の管轄区
域を除く区域 

 

 愛媛県松山西
警察署 

松山市須賀町 松山市の重信川と石手川との合流
点、潮見山、城山、福見山及び今
治市の梶取ノ鼻を結ぶ線以西の松
山市の区域のうち公安委員会規則
で定める区域 

  〃  松山西
警察署 

松山市須賀町 松山市の重信川と石手川との合流
点、潮見山、城山、福見山及び今
治市の梶取ノ鼻を結ぶ線以西の松
山市の区域のうち公安委員会規則
で定める区域 

 

 愛媛県松山南
警察署 

松山市北土居町 松山市の重信川と石手川との合流
点、小栗一丁目、和泉北一丁目、
拓川町及び朝生田町四丁目の境界
の交点並びに福見山を結ぶ線以南
の同市の区域のうち公安委員会規
則で定める区域 

  〃  松山南
警察署 

松山市北土居町 松山市の重信川と石手川との合流
点、小栗一丁目、和泉北一丁目、
拓川町及び朝生田町四丁目の境界
の交点並びに福見山を結ぶ線以南
の同市の区域のうち公安委員会規
則で定める区域 

 

   東温市     東温市  
   伊予郡のうち砥部町     伊予郡のうち砥部町  
 愛媛県久万高
原警察署 

上浮穴郡久万高
原町 

上浮穴郡   〃  久万警
察署 

上浮穴郡久万高
原町 

上浮穴郡一円 
喜多郡内子町のうち本川、中川、
上川、立石、南山、寺村、小田、
日野川、大平、吉野川、中田渡、
上田渡、臼杵 

 

    
 
愛媛県伊予警
察署 

伊予市 伊予市 
伊予郡のうち松前町、中山町及び
双海町 

  
〃  伊予警
察署 

伊予市 伊予市一円 
伊予郡のうち松前町、中山町、双
海町 

 

 愛媛県大洲警
察署 

大洲市 大洲市 
喜多郡 

  〃  大洲警
察署 

大洲市 大洲市一円  



 

 

新 旧 
      〃  内子警

察署 
喜多郡内子町 喜多郡内子町のうち愛媛県久万警

察署の管轄区域を除く区域 
 

 愛媛県八幡浜
警察署 

八幡浜市 八幡浜市 
西宇和郡 

  〃  八幡浜
警察署 

八幡浜市 八幡浜市一円、西予市のうち三瓶
町、西宇和郡一円 

 

 愛媛県西予警
察署 

西予市 西予市   〃  宇和警
察署 

西予市宇和町 西予市のうち宇和町、明浜町  

      〃  野村警
察署 

西予市野村町 西予市のうち野村町、城川町  

 愛媛県宇和島
警察署 

宇和島市 宇和島市 
北宇和郡 

  〃  宇和島
警察署 

宇和島市 宇和島市一円（野川（八面山、大
久保山、鬼ヶ城山、毛山、梅ヶ成
峠を結ぶ線以東）を除く。） 

 

        北宇和郡のうち三間町、吉田町、
津島町 

 

      〃  鬼北警
察署 

北宇和郡鬼北町 宇和島市のうち野川（八面山、大
久保山、鬼ヶ城山、毛山、梅ヶ成
峠を結ぶ線以東） 
北宇和郡のうち松野町、鬼北町 

 

 愛媛県愛南警
察署 

南宇和郡愛南町 南宇和郡   〃  御荘警
察署 

南宇和郡愛南町 南宇和郡一円  

          
 


